
 

 

令和６年１月 19 日 

国土交通省海事局 

 

海上運送法施行規則の一部を改正する省令案 
に対する意見募集の結果について 

 

 

国土交通省では、令和５年 11 月１日から令和５年 12 月１日まで、海上運送法施行

規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集を行いました。 

その結果、本件に関して、11 件の御意見が寄せられました。 

お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を別紙のと

おりまとめましたので公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に

御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．実施方法 

（１）募集期間 

令和５年 11 月１日（水）から令和５年 12 月１日（金） 

（２）周知方法 

電子政府の総合窓口（e-Gov） 

（３）意見提出方法 

電子メール及び郵送 

 

２．意見の数 

提出意見数 11 件 

 

３．お問い合わせ先 

国土交通省海事局内航課 

（直通）03-5253-8622 

 

  



 

 

別紙 
 
 

ご意見の概要及び国土交通省の考え方 
※ 提出いただいた御意見から一部要約し、整理しています。 

また、今回の意見募集の対象と直接関係がないと考えられる御意見は除いています。 

 
ご意見の概要 考え方 

法令化に当たっては、実際上

の知識を十分有する関係者の

意見を聞くべき。 

昨年の知床遊覧船事故を踏まえ、実際に旅客船を

運航する事業者はもちろんのこと、船舶工学、海

難救助、海事法制、船員養成等の有識者を委員と

する知床遊覧船事故対策検討委員会において、総

合的な安全・安心対策の検討を行いました。本省

令は、その実施に当たって省令改正が必要な事項

を措置するものです。 
１.総論について 

この省令改正について、船員

の声が全く反映されていな

い。今回の省令の改正にあた

り、知床遊覧船事故対策検討

委員会のとりまとめに基づき

出されたものと思われるが、

その委員会において旅客船運

航に携わる船員として立場の

ある委員が参加していないこ

と事態自体が大きな問題であ

ると同時に不信感を抱かざる

を得ない。船員としての実務

経験がない方々のみで委員会

を構成し、審議の過程におい

ても意見表明の機会を与え

ず、委員会で取りまとめた報

告書の内容についても説明が

ないことについては極めて遺

憾であり、今回の規制見直し

の実効性にも疑念が生じると

言わざるを得ない。 

１.総論について 

昨年の知床遊覧船事故を踏まえ、船舶工学、海難

救助、海事法制、船員養成等の有識者を委員とす

る知床遊覧船事故対策検討委員会において、総合

的な安全・安心対策の検討を行いましたが、その

中間とりまとめなどの節目にあっては、船員側の

委員にも参画いただいている交通政策審議会海事

分科会船員部会において説明を行い、ご意見を頂

戴しております。本省令は、この総合的な安全・

安心対策の実施に当たって省令改正が必要な事項

を措置するものです。 

人命を第一に、旅客船の安全・安心対策に万全を

期していくための措置であり、ご理解いただきま

すよう、お願いいたします。 

 

２.輸送の安全にかかわる情報の公表について 

安全統括管理者に係る情報及び運航管理者に係る

情報については、個人情報保護の観点から、氏

名、生年月日その他の特定の個人を識別すること

ができる情報を公表対象から除く旨を省令上規定

することとしました。具体的な記載内容について

は、別途周知します。 



 

 

 

２.輸送の安全にかかわる情報

の公表について 

安全統括管理者及び運航管理

者の個人情報がインターネッ

トにより不特定多数にさらさ

れることとなり、個人情報保

護法の観点からも到底容認で

きるものではない。 

「輸送の安全にかかわる情報

の公表」に関し、人の運送を

する船舶運航事業者は「安全

管理規程」「安全統括管理者に

係る情報」「運航管理者に係る

情報」をインターネットの利

用その他の適切な方法により

公表しなければならないこと

とすることとされているが、

これらの情報は、現行規則に

基づき既に地方運輸局等に提

出済みであり、各地方運輸局

等において一括して公表すれ

ばよいのではないか。 

安全統括管理者等に係る情報については、個人情

報保護の観点から、氏名、生年月日その他の特定

の個人を識別することができる情報を公表対象か

ら除く旨を省令上規定することとしました。具体

的な記載内容については、別途周知します。 
なお、「輸送の安全にかかわる情報の公表」につ

いては、現行制度においても、各事業者において

安全管理規程等を公表することとしており

（https://www.mlit.go.jp/common/001012577.pdf 
13 枚目）、今回の改正は、これを省令上明確化し

たものです。事業者による安全情報の公表は、事

業者自身が「輸送の安全の確保」に関する具体的

な取組みを利用者に明らかにさせることを通じ

て、事業者が平時から「輸送の安全の確保」に対

する意識を高めるとともに、具体的な取組みを促

進することも目的とした制度ですので、この趣旨

をご理解いただき、各事業者において情報の公表

に努めていただきますようお願いします。 
「輸送の安全にかかわる情報

の公表」に関し、安全統括管

理者及び運航管理者に係る情

報については、個人情報保護

の観点から、氏名のみにとど

めることとし、その他の情報

（例えば、年齢、住所等）の

公表は不要とすることとして

いただきたい。 

安全統括管理者等に係る情報については、個人情

報保護の観点から、氏名、生年月日その他の特定

の個人を識別することができる情報を公表対象か

ら除く旨を省令上規定することとしました。具体

的な記載内容については、別途周知します。 

「輸送の安全にかかわる情報

の公表」に関し、人の運送を

「輸送の安全にかかわる情報の公表」について

は、現行制度においても、各事業者において安全



 

 

する船舶運航事業者は安全管

理規程等を公表しなければな

らないとされているが、運航

基準については運航事業者や

使用船舶等によってその基準

が異なる。このため、同一港

湾から出港する船舶で基準が

異なる場合は、より厳しい基

準を採用している運航事業者

は利用者の理解が得られず、

利用客を遺失するとともに、

利用者の混乱を招くことが大

いに懸念される。安全管理規

程本体においては、運航の可

否も含め運航に係る経営トッ

プの責任や安全確保のための

取組が定められていることか

ら、当該情報の公表にあたっ

ては、安全管理規程本体のみ

の公表としていただき、安全

管理規程の附属文書である

「運航基準」については公表

対象外としていただきたい。 

管理規程等を公表することとしています

（https://www.mlit.go.jp/common/001012577.pdf 
13 枚目）。今回の改正は、これを省令上明確化し

たものですので、ご理解いただきますよう、お願

いいたします。 

「輸送の安全にかかわる情報

の公表」に関し、運航基準を

公表した場合、利用者がハン

ディタイプの風速計で計測し

基準値を越えているではない

のかといったクレームが発生

してしまう恐れがある。 
また、航路によってフェリー

各社で運航基準が全て同じで

はないため、基準値を公表す

ると誤解を生じ、細かな電話

相談での対応が困難となる恐

れがある。 
台風の接近で安全運航上欠航

を決めたとしても、気象予想

「輸送の安全にかかわる情報の公表」について

は、現行制度においても、各事業者において安全

管理規程等を公表することとしています

（https://www.mlit.go.jp/common/001012577.pdf 
13 枚目）。今回の改正は、これを省令上明確化し

たものですので、公表にご理解いただきますよ

う、お願いいたします。 



 

 

値で基準値を超えていないで

はないかといった問い合わせ

も生じ得る。 
公表するのはあくまでも安全

方針程度の内容に止めていた

だきたい。 
「輸送の安全にかかわる情報

の公表」に関し、安全管理規

程をインターネットの利用そ

の他の適切な方法により公表

しなければならないこととさ

れているが、安全管理規程の

どこまでの範囲の公表を想定

しているのか。運航基準等の

数値基準を含め全てを公表す

るとなった場合、悪意を持っ

た第３者からのクレーム対象

となることが想定される。安

全管理規程の公表の範囲は必

要最小限のものとし、少なく

とも運航基準等の数値基準に

ついては公表の対象外として

いただきたい。 

「輸送の安全にかかわる情報の公表」について

は、現行制度においても、各事業者において安全

管理規程等を公表することとしています

（https://www.mlit.go.jp/common/001012577.pdf 
13 枚目）。今回の改正は、これを省令上明確化し

たものですので、公表にご理解いただきますよ

う、お願いいたします。 
なお、ご指摘のようなクレームのリスクにも鑑

み、現行制度においても、個人情報については公

表の対象外としており、今後も対象外とする予定

としております。 

１.輸送の安全にかかわる情報

の公表について 
公表を義務付ける情報には、

個人情報や、企業情報は除か

れることを明らかにするよう

お願いしたい。 
 
２.旅客名簿の作成、記載につ

いて 
各航海の正確な発着日時は航

海日誌で記録されることとな

っているため、記載事項から

乗下船の日時を削除するよう

お願いしたい。 

１.輸送の安全にかかわる情報の公表について 
安全統括管理者等に係る情報については、個人情

報保護の観点から、氏名、生年月日その他の特定

の個人を識別することができる情報を公表対象か

ら除く旨を省令上規定することとしました。具体

的な記載内容については、別途周知します。 
 
２.旅客名簿の作成、記載について 
今回の旅客名簿の主たる目的は、行方不明者等の

身元の早期特定を行うことです。このため、旅客

名簿の備置場所を陸上へと見直すとともに、何日

の何時発のどの便に搭乗した旅客の名簿であるか

明らかにするため、乗船日時の記載を求めていま

す。 
一方、下船の日時は記載を求めず、下船港のみ記



 

 

載を求めることとします。 
航海日誌は船長が航海終了後に完成し、船内に備

え置かれるものであるため、航海中を含む海難事

故による行方不明者等の早期特定という今回の旅

客名簿の目的上、航海日誌により代替することは

困難と考えております。 
＜1 件目＞  
・年齢、年齢区分（大人、子

供及び幼児の区分をいう。）ま

たは生年月日について、これ

らの事項（年齢、年齢区分、

生年月日）のいずれか一つが

記載されていれば良いとの理

解でよいか。 
＜2 件目＞ 
・乗船の日時及び港並びに下

船の日時及び港について、記

載すべき日時は定刻の入出港

時刻でよいか。 
＜3 件目＞ 
・海難その他非常の場合にお

ける解除等の支援の要否につ

いて、支援とは、歩行や視聴

覚など身体的な部分の支援と

の理解でよいか。 
また、弊社では乗船名簿をイ

ンターネット予約時の登録情

報と連携し電子化している都

合から、本件に対応するため

にはシステム改修が必要であ

るが、その場合、施行日に間

に合わない事が想像される

が、猶予期間はないのか。 

＜１件目＞ 
そのとおりです。 
＜２件目＞ 
乗船の日時として記載いただく時間は旅客が搭乗

した船舶を特定するためのものですので、定刻の

出港時刻で構いません。また、下船の日時は、記

載を求めないこととしました。 
＜３件目＞ 
支援の要否については、非常時の介助等の要否を

乗船時に把握し、適切な避難誘導につなげるため

に記載を求めているものです。このため、狭義の

身体的な部分に限らず、広く支援の要否を記載い

ただくことを想定しています。ご意見いただいた

ケースとしては現状、インターネット予約時の登

録情報として支援の要否の確認をされていないも

のかと推察しますが、その場合には、システム改

修等がなされるまでの間、お手数ですが旅客保護

の必要上、乗船時に支援の要否を確認いただき、

確認された事項について書面で記録する等の代替

措置を講じていただきますようお願いいたしま

す。 

（１）旅客名簿の性別欄につ

いて 
 性別は特にトランスジェン

ダーの方にとって機微な個人

情報である一方、万一の遭難

（１）旅客名簿の性別欄について 
旅客名簿の主たる目的は、行方不明者等の身元特

定を迅速に行うことです。この観点から記載事項

とする事項を整理しており、性別は迅速な個人の

識別に重要な要素となるため、記載事項としてお



 

 

事故の際の身元の特定を円滑

に行うために求められている

ものと理解。 
 ただし、海外からの旅行者

の中には母国の政府からパス

ポートの性別欄を男(M)女(F)
いずれでもない X（エックス)
などで発行されている人もい

ること、国内外で性自認が男

女どちらでもないノンバイナ

リー（X ジェンダー、中性、

無性など）を自認する人もい

ることを踏まえ、氏名等他の

記載事項が網羅されている場

合には、各事業者には性別欄

への男女以外の記載あるいは

不記載を理由に乗船拒否等を

行わないことが合理的配慮措

置として求められる。 
 このため、国土交通省とし

て人権を尊重した柔軟な運用

を指導いただくよう、要望す

る。 
（２）旅客名簿の留意点につ

いて 
 氏名等の個人情報は個人情

報保護法により、事業者に保

護することが求められている

ことから、事業者が誤解なく

適切に旅客名簿を扱うよう、

《》内を削除することを要望

する。 
○ 旅客名簿は記載が簡易なも

のであり、かつ《上記以外の

記載事項がある場合には、》旅

客の個人情報の保護に留意さ

れたものでなければならない

ものとする。 

ります。 
他方、性別の記載については、十分な配慮が必要

と考えており、ジェンダーアイデンティティ等の

多様性に関するご指摘のケースにおいては、基本

的には氏名等他の記載（個人識別）事項が網羅さ

れることを前提に、ご本人の意向に沿った記載が

なるべくできるよう、例えば、性別として記載す

る内容に関して明確にするための注意書き・注釈

を盛り込むことなどにより、旅客の立場に立った

配慮を検討してまいります。 
（２）旅客名簿の留意点について 
ご指摘のとおり、旅客の氏名等の情報は個人情報

として保護されるべきものであり、ご指摘いただ

いた規定部分を削除し、誤解が生じないようにす

ることとしました。 



 

 

旅客名簿の作成等（新設）に

ついて 
旅客名簿の作成にあたって

は、現状においても窓口が混

雑し、お客様対応が大変な状

況にある中、旅客名簿の作成

が必要となることでインバウ

ンド客等、記入に時間を要

し、乗船できないお客様も出

てくるおそれがあることに鑑

み、次のとおり記載事項の簡

素化をしてもらいたい。 
・名簿記載対象の限定（一般

客全員ではなく、グループ代

表のみの記載） 
・記載事項の簡略化（住所は

都道府県・名前は苗字のみ・

合計人数・代表者の電話番号

にするなど） 
・団体客の場合の記載免除

（旅行業者で旅客を把握して

るため） 

旅客名簿の作成等（新設）について 
旅客名簿は、行方不明者等の身元特定を迅速に行

うことを主たる目的に、求めることとしておりま

す。このため、個々人の特定につながる情報を記

載いただく必要があり、氏名、年齢、性別、住

所、乗船日時及び下船の港等を記載事項としてお

ります。 
このため、住所は都道府県のみ、氏名は名字のみ

といった記載事項の簡素化は行方不明者等の身元

特定を難しくするため困難ですが、旅客名簿の作

成にあたっては、WEB 経由の予約情報や旅行会

社経由で入手する予約者リストも活用した電子的

方法による旅客名簿の作成、あるいは書面と電子

的方法の併用による作成も、搭乗船舶と旅客の紐

付け等が可能であることを前提に可としている旨

を通知により明らかにする予定です。 
このような手法も活用しながら作成等をお願いい

たします。 

 


